
消費者委員会
委員長 山本 隆司 殿

厚生労働大臣

経済産業大臣

犀生労働省発医政0 3 0 6第4号
20200304岡第7号
令和2年3月6 13 

加藤

梶山

勝信
. , ,  
' ' ' 

H'I,,·,.,
l''と,, '

. .. ●● 』 ·, .. . ·. う， ．． 、

国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について（諮問）

国民生活安定緊急措置法施行令（昭和4 9年政令第4号）の改正について、
下記事項に関し御審議いただきたく、国民生活安定緊急措置法（昭和4 8年法
律第1 2 1号）第2 7条第1項の規定に基づき諮問します。

記

国民生活安定緊急措置法第26条第1項及び第3 7条の規定に基づき、国民
生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を制定することについて
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厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

経済産業大臣 梶山 弘志 殿

r1f'1 
tf ーツ

府梢委第 4 5 号

令和2年3月9日

消費者委員会

委員長 山本

答 申 書

令和 2 年 3 月 6 日付け厚生労働省発医政0306第 4 号、 20200304商第 7 号をも

って当委員会に諮問のあった下記事項については、国民生活安定緊急措置法（昭

和48年法律第121号）の趣旨に鑑み妥当であり、 その旨答申する。

記 〖

国民生活安定緊急措置法第 26 条第1項及び第 37 条の規定に基づき、 国民生

活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を制定することについて

以上
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※別添の改正案は、消費者委員会ホームページに掲載https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/



１
．

⾷
品

表
⽰

基
準

の
改

正
概

要
に

つ
い

て
（

１
）

〇
指

定
成

分
等

含
有

⾷
品

表
⽰

⾷
品

衛
⽣

法
等

の
⼀

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
30

年
法

律
第

46
号

）
に

よ
る

改
正

後
の

⾷
品

衛
⽣

法
（

昭
和

22
年

法
律

23
3号

。
以

下
「

改
正

⾷
品

衛
⽣

法
」

と
い

う
。

）
第

８
条

を
踏

ま
え

、
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

等
を

含
む

⾷
品

（
以

下
「

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

消
費

者
の

安
全

及
び

⾃
主

的
か

つ
合

理
的

な
選

択
の

機
会

を
確

保
し

、
必

要
な

情
報

を
消

費
者

に
提

供
す

る
上

で
指

定
成

分
等

に
係

る
表

⽰
が

必
要

で
あ

る
た

め
、

基
準

の
⼀

部
を

改
正

。

【
改

正
対

象
条

項
】

第
３

条
第

２
項

の
表

、
第

５
条

第
１

項
の

表
、

第
10

条
第

１
項

、
第

11
条

第
１

項
の

表
、

第
15

条
、

別
表

第
20

、
別

表
第

23

〇
⽣

⽔
⽜

乳
表

⽰

乳
及

び
乳

製
品

の
成

分
規

格
等

に
関

す
る

省
令

（
昭

和
26

年
厚

⽣
省

令
第

52
号

）
の

改
正

に
よ

り
、

乳
の

範
囲

に
⽣

⽔
⽜

乳
が

追
加

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

基
準

の
⼀

部
を

改
正

。

【
改

正
対

象
条

項
】

第
３

条
第

１
項

の
表

、
第

20
条

の
表

、
第

25
条

の
表

、
第

29
条

、
別

表
第

24
、

別
表

第
25

⾷
品

表
⽰

基
準

（
以

下
「

基
準

」
と

い
う

。
）

の
⼀

部
改

正
が

必
要

な
事

項
は

、
以

下
の

と
お

り
。

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
表

⽰
、

⽣
⽔

⽜
乳

表
⽰

、
農

産
物

漬
物

の
内

容
量

表
⽰

、
精

⽶
年

⽉
⽇

表
⽰

、
栄

養
強

調
表

⽰

2
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⾷
品

表
⽰

基
準

の
改

正
概

要
に

つ
い

て
（

２
）

〇
精

⽶
年

⽉
⽇

表
⽰

農
産

物
の

物
流

合
理

化
勉

強
会

・
⽶

分
科

会
（

農
林

⽔
産

省
開

催
）

に
お

け
る

、
古

い
「

精
⽶

年
⽉

⽇
」

表
⽰

の
商

品
が

売
れ

残
る

こ
と

等
に

よ
り

⽣
じ

る
物

流
・

販
売

上
の

問
題

や
⾷

品
ロ

ス
の

問
題

に
対

応
す

る
た

め
の

「
精

⽶
年

⽉
⽇

」
表

⽰
の

⾒
直

し
の

議
論

を
踏

ま
え

、
農

林
⽔

産
省

か
ら

改
正

の
要

望
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

基
準

の
⼀

部
を

改
正

。

【
改

正
対

象
条

項
】

別
表

第
３

、
別

表
第

24
、

別
記

様
式

４

3

〇
栄

養
強

調
表

⽰
栄

養
成

分
⼜

は
熱

量
に

係
る

低
い

旨
の

表
⽰

は
基

準
値

「
未

満
」

で
あ

る
場

合
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
し

て
い

る
が

、
流

通
の

実
態

及
び

国
際

整
合

性
の

観
点

か
ら

基
準

値
「

以
下

」
の

場
合

に
も

⾏
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
基

準
の

⼀
部

を
改

正
。

【
改

正
対

象
条

項
】

第
７

条
の

表

〇
農

産
物

漬
物

の
内

容
量

表
⽰

計
量

法
（

平
成

4年
法

律
第

51
号

）
に

お
け

る
農

産
物

漬
物

の
計

量
⽅

法
に

つ
い

て
、

商
品

の
実

態
を

反
映

し
た

⾒
直

し
が

⾏
わ

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
基

準
の

⼀
部

を
改

正
。

【
改

正
対

象
条

項
】

別
表

第
４

※
そ

の
他

、
改

正
食

品
衛

生
法

に
伴

う
条

ず
れ

な
ど

所
要

の
改

正
を

行
う

。
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指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
に

関
す

る
基

準
の

改
正

に
つ

い
て

（
１

）
今

般
、

改
正

⾷
品

衛
⽣

法
を

踏
ま

え
、

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

等
を

指
定

す
る

こ
と

か
ら

、
⼀

般
加

⼯
⾷

品
の

横
断

的
義

務
表

⽰
事

項
を

定
め

た
基

準
第

３
条

第
２

項
の

表
を

改
正

し
、

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
に

関
す

る
規

定
を

新
設

す
る

。

改
正

案
第

３
条

第
２

項
の

表
（

横
断

的
義

務
表

⽰
）

に
項

を
追

加
す

る
（

新
設

）
。

第
３

条
（

略
）

２
前

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
⾷

品
関

連
事

業
者

が
⼀

般
⽤

加
⼯

⾷
品

の
う

ち
次

の
表

の
上

欄
に

掲
げ

る
も

の
を

販
売

す
る

際
（

設
備

を
設

け
て

飲
⾷

さ
せ

る
場

合
を

除
く

。
）

に
は

、
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

表
⽰

事
項

が
同

表
の

下
欄

に
定

め
る

表
⽰

の
⽅

法
に

従
い

表
⽰

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
（

⾷
品

衛
⽣

法
第

８
条

第
１

項
に

規
定

す
る

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
で

あ
る

旨
⾷

品
関

連
事

業
者

の
連

絡
先

指
定

成
分

等
に

つ
い

て
⾷

品
衛

⽣
上

の
危

害
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
⾒

地
か

ら
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

⼜
は

物
で

あ
る

旨

体
調

に
異

変
を

感
じ

た
際

は
速

や
か

に
摂

取
を

中
⽌

し
医

師
に

相
談

す
べ

き
旨

及
び

⾷
品

関
連

事
業

者
に

連
絡

す
べ

き
旨

「
指

定
成

分
等

含
有

⾷
品

（
○

○
）

」
と

表
⽰

す
る

（
○

○
は

、
指

定
成

分
等

（
⾷

品
衛

⽣
法

第
８

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
成

分
等

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
別

表
第

20
の

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

名
称

と
す

る
。

）
。

⾷
品

関
連

事
業

者
の

う
ち

表
⽰

内
容

に
責

任
を

有
す

る
者

の
電

話
番

号
を

表
⽰

す
る

。

「
指

定
成

分
等

と
は

、
⾷

品
衛

⽣
上

の
危

害
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
⾒

地
か

ら
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

⼜
は

物
で

す
。

」
と

表
⽰

す
る

。

「
体

調
に

異
変

を
感

じ
た

際
は

、
速

や
か

に
摂

取
を

中
⽌

し
、

医
師

に
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

加
え

て
、

体
調

に
異

変
を

感
じ

た
旨

を
表

⽰
さ

れ
た

連
絡

先
に

連
絡

し
て

く
だ

さ
い

。
」

と
表

⽰
す

る
。

8
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指
定

成
分

等
は

、
⾷

品
衛

⽣
上

の
危

害
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
⾒

地
か

ら
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

等
で

あ
る

た
め

、
指

定
成

分
等

を
含

む
旨

及
び

摂
取

を
す

る
上

で
の

注
意

事
項

は
、

他
の

表
⽰

事
項

よ
り

⽬
⽴

つ
必

要
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

様
式

、
⽂

字
ポ

イ
ン

ト
等

表
⽰

の
⽅

式
等

の
個

別
ル

ー
ル

を
定

め
た

基
準

別
表

第
20

に
つ

い
て

も
併

せ
て

改
正

を
⾏

う
。

改
正

案
別

表
第

20
に

項
を

追
加

す
る

（
新

設
）

。
⾷

品
指

定
成

分
等

含
有

⾷
品

様
式

別
記

様
式

１
の

規
定

に
よ

る
。

表
⽰

の
⽅

法

第
８

条
各

号
（

第
３

号
を

除
く

。
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
指

定
成

分
等

含
有

⾷
品

で
あ

る
旨

及
び

指
定

成
分

等
に

つ
い

て
⾷

品
衛

⽣
上

の
危

害
の

発
⽣

を
防

⽌
す

る
⾒

地
か

ら
特

別
の

注
意

を
必

要
と

す
る

成
分

⼜
は

物
で

あ
る

旨
は

、
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ｚ
83

05
に

定
め

る
14

ポ
イ

ン
ト

の
活

字
以

上
の

⼤
き

さ
の

統
⼀

の
と

れ
た

⽂
字

で
表

⽰
す

る
。

9

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
に

関
す

る
基

準
の

改
正

に
つ

い
て

（
２

）

上
記

の
他

、
第

５
条

第
１

項
の

表
（

義
務

表
⽰

の
特

例
）

、
第

10
条

第
１

項
（

義
務

表
⽰

）
、

第
11

条
第

１
項

の
表

（
義

務
表

⽰
の

特
例

）
、

第
15

条
（

義
務

表
⽰

）
、

別
表

第
23

に
「

指
定

成
分

等
含

有
⾷

品
」

の
⽂

⾔
を

追
記

し
改

正
す

る
。
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乳
及

び
乳

製
品

に
関

す
る

基
準

の
改

正
に

つ
い

て
今

般
、

改
正

⾷
品

衛
⽣

法
（

平
成

30
年

法
律

第
46

号
）

を
踏

ま
え

、
乳

の
範

囲
に

⽣
⽔

⽜
乳

を
含

め
る

べ
く

乳
及

び
乳

製
品

の
成

分
規

格
等

に
関

す
る

省
令

の
改

正
を

予
定

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
⼀

般
加

⼯
⾷

品
の

横
断

的
義

務
表

⽰
事

項
を

定
め

た
基

準
第

３
条

第
１

項
の

表
を

改
正

し
、

同
様

に
乳

の
範

囲
に

⽣
⽔

⽜
乳

を
含

め
る

。

改
正

案
第

３
条

第
１

項
の

表
（

横
断

的
義

務
表

⽰
）

に
追

記
す

る
。

名
称

現
⾏

１
そ

の
内

容
を

表
す

⼀
般

的
な

名
称

を
表

⽰
す

る
。

た
だ

し
、

乳
（

⽣
乳

、
⽣

⼭
⽺

乳
及

び
⽣

め
ん

⽺
乳

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

乳
製

品
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

２
（

略
）

改
正

案
１

そ
の

内
容

を
表

す
⼀

般
的

な
名

称
を

表
⽰

す
る

。
た

だ
し

、
乳

（
⽣

乳
、

⽣
⼭

⽺
乳

、
⽣

め
ん

⽺
乳

及
び

⽣
⽔

⽜
乳

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

乳
製

品
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

２
（

略
）

上
記

の
他

、
第

20
条

の
表

（
義

務
表

⽰
の

特
例

）
、

第
25

条
の

表
（

義
務

表
⽰

の
特

例
）

、
第

29
条

（
義

務
表

⽰
）

、
別

表
第

24
、

別
表

第
25

に
「

⽣
⽔

⽜
乳

」
の

⽂
⾔

を
追

記
し

改
正

す
る

。

13

【
参

照
条

⽂
（

基
準

）
】

（
定

義
）

第
２

条
（

略
）

２
（

略
）

３
前

２
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

府
令

に
お

い
て

使
⽤

す
る

乳
及

び
乳

製
品

並
び

に
こ

れ
ら

を
主

要
原

料
と

す
る

⾷
品

の
⽤

語
は

、
乳

及
び

乳
製

品
の

成
分

規
格

等
に

関
す

る
省

令
（

昭
和

26
年

厚
⽣

省
令

第
52

号
。

以
下

「
乳

等
省

令
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
使

⽤
す

る
⽤

語
の

例
に

よ
る

。
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農
産

物
漬

物
の

内
容

量
表

⽰
に

関
す

る
基

準
の

改
正

に
つ

い
て

（
１

）

改
正

案
別

表
第

４
⾷

品
農

産
物

漬
物

表
⽰

事
項

現
⾏

内
容

量
改

正
案

削
除

表
⽰

の
⽅

法

現
⾏

農
産

物
ぬ

か
漬

け
類

に
あ

っ
て

は
塩

ぬ
か

及
び

調
味

液
を

除
い

た
重

量
を

、
ふ

く
じ

ん
漬

け
以

外
の

農
産

物
し

ょ
う

ゆ
漬

け
類

（
薄

切
り

⼜
は

細
刻

若
し

く
は

⼩
切

り
し

た
も

の
（

⼭
菜

及
び

菜
類

を
主

原
料

と
し

た
も

の
を

除
く

。
）

⼜
は

し
そ

の
実

を
主

原
料

と
し

た
も

の
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
調

味
液

を
除

い
た

重
量

を
、

な
ら

漬
け

並
び

に
な

ら
漬

け
、

刻
み

な
ら

漬
け

、
わ

さ
び

漬
け

及
び

⼭
海

漬
け

以
外

の
農

産
物

か
す

漬
け

類
（

細
刻

若
し

く
は

⼩
切

り
し

た
も

の
⼜

は
に

ん
に

く
の

り
ん

⽚
を

主
原

料
と

し
た

も
の

を
除

く
。

）
に

あ
っ

て
は

酒
か

す
等

を
除

い
た

重
量

を
、

ら
っ

き
ょ

う
酢

漬
け

、
し

ょ
う

が
酢

漬
け

並
び

に
ら

っ
き

ょ
う

酢
漬

け
及

び
し

ょ
う

が
酢

漬
け

以
外

の
農

産
物

酢
漬

け
類

（
薄

切
り

⼜
は

細
刻

若
し

く
は

⼩
切

り
し

た
も

の
を

除
く

。
）

に
あ

っ
て

は
調

味
液

を
除

い
た

重
量

を
、

農
産

物
塩

漬
け

類
に

あ
っ

て
は

調
味

液
及

び
し

そ
（

し
そ

の
葉

で
巻

い
た

場
合

の
し

そ
の

葉
を

除
く

。
）

を
除

い
た

重
量

（
た

だ
し

、
調

味
梅

漬
け

及
び

調
味

梅
⼲

し
で

あ
っ

て
、

細
刻

し
た

し
そ

、
か

つ
お

削
り

ぶ
し

等
を

⽤
い

た
も

の
に

あ
っ

て
は

、
こ

れ
を

含
め

た
重

量
）

を
、

農
産

物
み

そ
漬

け
類

（
薄

切
り

⼜
は

細
刻

若
し

く
は

⼩
切

り
し

た
も

の
⼜

は
に

ん
に

く
の

り
ん

⽚
を

主
原

料
と

し
た

も
の

を
除

く
。

）
に

あ
っ

て
は

み
そ

等
を

除
い

た
重

量
を

、
農

産
物

こ
う

じ
漬

け
類

に
あ

っ
て

は
調

味
液

を
除

い
た

重
量

を
、

農
産

物
⾚

と
う

が
ら

し
漬

け
類

（
主

原
料

を
薄

切
り

⼜
は

細
刻

若
し

く
は

⼩
切

り
し

た
も

の
（

⼭
菜

及
び

菜
類

を
主

原
料

と
し

た
も

の
を

除
く

。
）

を
除

く
。

）
に

あ
っ

て
は

調
味

液
を

除
い

た
重

量
を

グ
ラ

ム
⼜

は
キ

ロ
グ

ラ
ム

の
単

位
で

、
単

位
を

明
記

し
て

表
⽰

す
る

。
改

正
案

削
除

今
般

、
「

特
定

商
品

の
販

売
に

係
る

計
量

に
関

す
る

計
量

⽅
法

等
に

つ
い

て
」

の
別

紙
「

農
産

物
漬

物
の

計
量

⽅
法

」
が

現
在

の
商

品
の

流
通

実
態

等
を

踏
ま

え
た

も
の

に
改

正
さ

れ
、

農
産

物
漬

物
の

内
容

量
表

⽰
に

つ
い

て
⼀

定
の

整
理

が
⾏

わ
れ

た
こ

と
か

ら
、

基
準

第
3条

に
規

定
す

る
計

量
法

（
平

成
4年

法
律

第
51

号
）

の
規

定
に

よ
る

表
⽰

⽅
法

に
統

⼀
す

る
た

め
、

基
準

別
表

第
４

に
お

け
る

農
産

物
漬

物
の

内
容

量
表

⽰
⽅

法
に

係
る

規
定

を
削

除
す

る
（

基
準

別
表

第
4に

定
め

が
な

け
れ

ば
、

基
準

第
3条

第
1項

の
表

の
「

内
容

量
⼜

は
固

形
量

及
び

内
容

総
量

」
の

項
に

従
い

表
⽰

す
る

こ
と

に
な

る
。

）
。
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精
⽶

年
⽉

⽇
表

⽰
に

関
す

る
基

準
の

改
正

に
つ

い
て

農
林

⽔
産

省
に

お
い

て
⾏

わ
れ

た
農

産
物

の
物

流
合

理
化

に
関

す
る

勉
強

会
・

⽶
分

科
会

の
議

論
を

踏
ま

え
た

農
林

⽔
産

省
の

要
請

を
検

討
し

た
結

果
、

基
準

別
表

第
３

及
び

第
24

の
⽞

⽶
及

び
精

⽶
の

項
を

改
正

し
、

調
製

時
期

、
精

⽶
時

期
及

び
輸

⼊
時

期
に

つ
い

て
、

「
年

⽉
⽇

」
表

⽰
に

加
え

て
「

年
⽉

（
上

/中
/下

旬
）

」
表

⽰
が

で
き

る
よ

う
に

改
め

る
。

改
正

案
別

表
第

24
⾷

品
⽞

⽶
及

び
精

⽶

表
⽰

事
項

現
⾏

調
製

年
⽉

⽇
、

精
⽶

年
⽉

⽇
⼜

は
輸

⼊
年

⽉
⽇

改
正

案
調

製
時

期
、

精
⽶

時
期

⼜
は

輸
⼊

時
期

表
⽰

の
⽅

法

現
⾏

⽞
⽶

に
あ

っ
て

は
調

製
年

⽉
⽇

を
、

精
⽶

に
あ

っ
て

は
精

⽶
年

⽉
⽇

を
、

輸
⼊

品
で

あ
っ

て
調

製
年

⽉
⽇

⼜
は

精
⽶

年
⽉

⽇
が

明
ら

か
で

な
い

も
の

に
あ

っ
て

は
輸

⼊
年

⽉
⽇

を
年

⽉
⽇

の
順

で
表

⽰
す

る
。

た
だ

し
、

調
製

年
⽉

⽇
、

精
⽶

年
⽉

⽇
⼜

は
輸

⼊
年

⽉
⽇

の
異

な
る

も
の

を
混

合
し

た
も

の
に

あ
っ

て
は

最
も

古
い

調
製

年
⽉

⽇
、

精
⽶

年
⽉

⽇
⼜

は
輸

⼊
年

⽉
⽇

を
表

⽰
す

る
。

改
正

案
⽞

⽶
に

あ
っ

て
は

調
製

時
期

を
、

精
⽶

に
あ

っ
て

は
精

⽶
時

期
を

、
輸

⼊
品

で
あ

っ
て

調
製

時
期

⼜
は

精
⽶

時
期

が
明

ら
か

で
な

い
も

の
に

あ
っ

て
は

輸
⼊

時
期

を
年

⽉
旬

⼜
は

年
⽉

⽇
の

順
で

表
⽰

す
る

。
た

だ
し

、
調

製
時

期
、

精
⽶

時
期

⼜
は

輸
⼊

時
期

の
異

な
る

も
の

を
混

合
し

た
も

の
に

あ
っ

て
は

最
も

古
い

調
製

時
期

、
精

⽶
時

期
⼜

は
輸

⼊
時

期
を

表
⽰

す
る

。
18

⾷
品

⽞
⽶

及
び

精
⽶

⽤
語

現
⾏

調
製

年
⽉

⽇
精

⽶
年

⽉
⽇

ー
改

正
案

調
製

時
期

精
⽶

時
期

輸
⼊

時
期

定
義

現
⾏

原
料

⽞
⽶

を
調

製
し

た
年

⽉
⽇

を
い

う
。

原
料

⽞
⽶

を
精

⽩
し

た
年

⽉
⽇

を
い

う
。

ー

改
正

案
原

料
⽞

⽶
を

調
製

し
た

年
⽉

旬
⼜

は
年

⽉
⽇

を
い

う
。

原
料

⽞
⽶

を
精

⽩
し

た
年

⽉
旬

⼜
は

年
⽉

⽇
を

い
う

。
⽞

⽶
⼜

は
精

⽶
を

輸
⼊

し
た

年
⽉

旬
⼜

は
年

⽉
⽇

を
い

う
。

改
正

案
別

表
第

３
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６
．

栄
養

強
調

表
⽰

の
⾒

直
し

栄
養

強
調

表
⽰

に
関

す
る

基
準

の
改

正
に

つ
い

て
（

１
）

基
準

第
７

条
は

、
栄

養
成

分
⼜

は
熱

量
に

係
る

「
低

い
旨

」
の

表
⽰

は
、

別
表

第
13

に
お

い
て

定
め

る
基

準
値

「
未

満
」

で
あ

る
場

合
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
し

て
い

る
。

⼀
⽅

で
、

国
際

規
格

で
あ

る
コ

ー
デ

ッ
ク

ス
「

栄
養

及
び

健
康

強
調

表
⽰

の
使

⽤
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

CA
C/

GL
23

-1
99

7）
」

で
は

、
「

基
準

値
」

を
超

え
な

い
場

合
（

no
t 

m
or

e 
th

an
）

に
「

低
い

旨
」

を
表

⽰
で

き
る

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
製

造
の

現
場

で
は

、
「

基
準

値
」

を
上

限
値

と
し

て
品

質
管

理
を

⾏
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
般

、
国

際
整

合
性

及
び

製
造

実
態

を
鑑

み
て

、
基

準
に

お
い

て
も

、
「

基
準

値
」

で
定

め
る

値
で

あ
っ

て
も

「
低

い
旨

」
の

表
⽰

が
で

き
る

よ
う

改
正

す
る

。

栄
養

成
分

⼜
は

熱
量

の
適

切
な

摂
取

が
で

き
る

旨

現
⾏

１
（

略
）

２
低

い
旨

の
表

⽰
は

、
別

表
第

13
の

第
１

欄
に

掲
げ

る
栄

養
成

分
⼜

は
熱

量
の

量
が

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

値
に

満
た

な
い

場
合

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
・

４
（

略
）

改
正

案
１

（
略

）
２

低
い

旨
の

表
⽰

は
、

別
表

第
13

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

栄
養

成
分

⼜
は

熱
量

の
量

が
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
値

以
下

で
あ

る
場

合
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

・
４

（
略

）

改
正

案
第

７
条

（
任

意
表

⽰
）

⾷
品

関
連

事
業

者
が

⼀
般

⽤
加

⼯
⾷

品
を

販
売

す
る

際
に

、
次

の
表

の
上

欄
に

掲
げ

る
表

⽰
事

項
…

が
当

該
⼀

般
⽤

加
⼯

⾷
品

の
容

器
包

装
に

表
⽰

さ
れ

る
場

合
に

は
、

同
表

の
下

欄
に

定
め

る
表

⽰
の

⽅
法

に
従

い
表

⽰
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

19
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１
．
食
品
表
示
基
準
の
改
正
概
要
に
つ
い
て

〇
添
加
物
に
関
す
る
表
示

昨
年
度
開
催
さ
れ
た
食
品
添
加
物
表
示
制

度
に
関
す
る
検
討
会
の
報
告
を
踏
ま
え
、
基

準
の
一
部
を
改
正
。

【
改
正
対
象
条
項
】

第
３
条
第
１
項
の
表
、
別
表
第
６
、

別
表
第
７

〇
原
料
ふ
ぐ
の
種
類
に
関
す
る

表
示

基
準
に
掲
げ
て
い
る
ふ
ぐ
の
種
類
に
変
更

が
生
じ
た
た
め
、
基
準
の
一
部
を
改
正
。

【
改
正
対
象
条
項
】

別
表
第

19
、
別
表
第

24

食
品
表
示
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
改
正
が
必
要
な
事
項
は
、
以
下
の
と
お
り
。

2

〇
特
色
の
あ
る
原
材
料
等
に
関
す

る
表
示

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
改
正
に
よ
り
、
有
機
畜
産
物
が
新
た
に
指

定
農
林
物
資
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
基
準
の

一
部
を
改
正
。

【
改
正
対
象
条
項
】

第
７
条
の
表

※
そ
の
他
、
所
要
の
軽
微
な
改
正
を
行
う
。
（
第
５
条
の
表
、
第

10
条
、
第

11
条
、
第

15
条
、
別
表
第
４
、
別
表
第

19
及
び
別
表
第

23
）
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添
加
物
表
示
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
つ
い
て
（
１
）

食
品
添
加
物
表
示
制
度
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
を
踏
ま
え
、
一
般
加
工
食
品
の
横
断
的
義
務
表
示
事
項
を
定
め
た
基

準
第
３
条
第
１
項
の
表
、
別
表
第
６
、
別
表
第
７
を
改
正
し
、
「
人
工
」
及
び
「
合
成
」
の
用
語
を
削
除
す
る
。

改
正
案

第
３
条
第
１
項
の
表
（
横
断
的
義
務
表
示
）

添
加
物

現
行

１
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
別
表
第
６
の
上
欄
に
掲
げ
る
も

の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添
加
物
の
物
質
名
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
の

表
示
を
、
そ
れ
以
外
の
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添
加
物
の
物
質
名
を
表
示
す
る
。

一
～
三

（
略
）

２
（
略
）

３
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
加
物
の
物
質
名
の
表
示
は
、
一
般
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
名
称
を
有
す
る
添
加
物

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
を
も
っ
て
、
別
表
第
７
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
添
加
物
を
含
む
食
品
に

あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
用
途
の
表
示
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
添
加
物
を
含
む
旨
の
表
示
中
「
色
」
の
文
字
を
含
む
場
合

着
色
料
又
は
合
成
着
色
料

二
（
略
）

改
正
案

１
～
３

（
略
）

４
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
用
途
の
表
示
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
添
加
物
を
含
む
旨
の
表
示
中
「
色
」
の
文
字
を
含
む
場
合

着
色
料

二
（
略
）

7
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添
加
物
表
示
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
つ
い
て
（
２
）

改
正
案

別
表
第
６
（
添
加
物
の
用
途
）

甘
味
料

現
行

甘
味
料
、
人
工
甘
味
料
又
は
合
成
甘
味
料

改
正
案

甘
味
料

着
色
料

現
行

着
色
料
又
は
合
成
着
色
料

改
正
案

着
色
料

保
存
料

現
行

保
存
料
又
は
合
成
保
存
料

改
正
案

保
存
料

（
略
）

改
正
案

別
表
第
７
（
添
加
物
の
物
質
名
の
代
替
と
な
る
語
（
一
括
名
）
）

（
略
） 香
料

現
行

香
料
又
は
合
成
香
料

改
正
案

香
料

（
略
）

8
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３
．
原
料
ふ
ぐ
の
種
類
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て

改
正
案

別
表
第

19
（
一
般
加
工
食
品
の
個
別
的
表
示
事
項
）

食
品

ふ
ぐ
を
原
材
料
と
す
る
ふ
ぐ
加
工
品

表
示
事
項

原
料
ふ
ぐ
の
種
類

表
示
の

方
法

現
行

原
料
ふ
ぐ
の
種
類
を
次
に
掲
げ
る
標
準
和
名
で
表
示
す
る
と
と
も
に
、
「
標
準
和
名
」
の
文
字
を
表
示
す
る
。

一
～
二
十

（
略
）

二
十
一

も
よ
う
ふ
ぐ

二
十
二

し
ろ
あ
み
ふ
ぐ

二
十
三
～
二
十
八

（
略
）

改
正
案

原
料
ふ
ぐ
の
種
類
を
次
に
掲
げ
る
標
準
和
名
（
以
下
「
標
準
和
名
」
と
い
う
。
）
で
表
示
す
る
と
と
も
に
、
「
標
準
和

名
」
の
文
字
を
表
示
す
る
。

一
～
二
十

（
略
）

二
十
一

も
よ
う
ふ
ぐ

（
削
除
）

二
十
二
～
二
十
七

（
略
）

〇
基
準
に
お
い
て
、
ふ
ぐ
を
原
材
料
と
す
る
ふ
ぐ
加
工
品
及
び
生
鮮
ふ
ぐ
（
※
）
に
つ
い
て
は
、
原
料
ふ
ぐ
の
種
類
の
表
示
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
（
※
）
ふ
ぐ
の
内
臓
を
除
去
し
、
皮
を
は
い
だ
も
の
並
び
に
切
り
身
に
し
た
ふ
ぐ
、
ふ
ぐ
の
精
巣
及
び
ふ
ぐ
の
皮
で
あ
っ
て
、
生
食
用
で
な
い
も
の
並
び
に
切
り
身
に
し
た
ふ
ぐ
、
ふ

ぐ
の
精
巣
及
び
ふ
ぐ
の
皮
で
あ
っ
て
、
生
食
用
の
も
の

〇
他
方
、
有
毒
部
位
の
除
去
等
に
よ
り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
ふ
ぐ
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

23
3号

）
第

6条
2号

に
基
づ
く
通
知
（
「
ふ
ぐ
の
衛
生
確
保
に
つ
い
て
」
（
昭
和

58
年
環
乳
第

59
号
厚
生
省
環
境
衛
生
局
長
通

知
）
）
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
般
、
そ
の
ふ
ぐ
の
種
類
に
変
更
が
生
じ
、
当
該
通
知
に
つ
い
て
は
令
和
２
年
５
月
１
日
に
改
正
。

（
「
し
ろ
あ
み
ふ
ぐ
」
は
、
「
も
よ
う
ふ
ぐ
」
と
同
一
種
類
（
「
も
よ
う
ふ
ぐ
」
の
幼
魚
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
「
も
よ
う
ふ
ぐ
」
に
統
一
）

〇
こ
の
た
め
、
基
準
別
表
第

19
及
び
別
表
第

24
に
つ
い
て
も
原
料
ふ
ぐ
の
種
類
に
係
る
改
正
を
行
う
。

9
上
記
の
ほ
か
、
別
表
第

24
（
一
般
用
生
鮮
食
品
の
個
別
的
表
示
事
項
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行
う
。
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４
．
特
色
の
あ
る
原
材
料
等
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
（
１
）

10

〇
基
準
第
７
条
で
は
、
任
意
表
示
と
し
て
、
有
機
農
産
物
、
有
機
畜
産
物
、
有
機
加
工
食
品
等
の
特
色
の
あ
る
原
材
料
等
に
関
す
る
表
示
事
項
を

規
定
し
て
お
り
、
現
状
、
有
機
農
産
物
及
び
有
機
加
工
食
品
に
つ
い
て
は
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

26
年
政
令
第

29
1号

。
以
下
「

JA
S法

施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

17
条
で
表
示
規
制
の
対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
該
当
す
る
告
示

を
引
用
し
て
い
る
。

〇
具
体
的
に
は
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

25
年
法
律
第

17
5号

。
以
下
「

JA
S法

」
と
い
う
。
）
第

63
条
は
、
名
称
の
表
示

の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
林
物
資
に
対
す
る
表
示
規
制
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
現
在
、

JA
S法

施
行
令

第
17
条
に
お
い
て
、
当
該
農
林
物
資
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
有
機
農
産
物
及
び
有
機
農
産
物
加
工
食
品
（
以
下
「
有
機
農

産
物
等
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
有
機
農
産
物
等
に
つ
い
て
は
、

JA
S法

に
基
づ
い
て

JA
Sマ

ー
ク
を
付
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
「
有
機
」
と
表
示
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

〇
今
般
、
有
機
畜
産
食
品
に
対
す
る
志
向
の
高
ま
り
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
食
材
調
達
基
準
に
お
い
て
有
機
食
品
が
推
奨

さ
れ
た
こ
と
等
を
背
景
に
商
品
の
流
通
量
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
有
機
畜
産
物
、
有
機
畜
産
物
加
工
食
品
及
び
有
機
農
畜
産

物
加
工
食
品
（
以
下
「
有
機
畜
産
物
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
有
機
農
産
物
等
と
同
様
に
表
示
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
年
１
月
に

JA
S法

施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
有
機
畜
産
物
等
が
当
該
表
示
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
（
施
行
日
は
同
年
７
月

16
日
）
。

〇
こ
の
た
め
、
今
回
の

JA
S 法

施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
有
機
畜
産
物
に
つ
い
て
該
当
す
る
告
示
（
有
機
畜
産
物
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年

農
林
水
産
省
告
示
第

16
08
号
）
を
引
用
す
る
基
準
の
改
正
を
行
う
。
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特
色
の
あ
る
原
材
料
等
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
（
２
）

11

特
色
の
あ
る
原
材
料
等
に
関
す
る
事
項

現
行

１
特
定
の
原
産
地
の
も
の
、
有
機
農
産
物
（
有
機
農
産
物
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年
農
林
水
産
省
告
示
第

16
05
号
）
第

３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
有
機
畜
産
物
、
有
機
加
工
食
品
（
有
機
加
工
食
品
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年
農

林
水
産
省
告
示
第

16
06
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
使
用
し
た
原
材
料
が
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ

る
旨
を
表
示
す
る
場
合
又
は
製
品
の
名
称
が
特
色
の
あ
る
原
材
料
を
使
用
し
た
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
原
料
原
産
地
名
を
表
示
す
る
場
合
（
任
意
で
原
料
原
産
地
名
を
表
示
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
当
該
表
示
に
近
接
し
た
箇
所
又
は
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
表
示
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
割
合
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

２
（
略
）

改
正
案

１
特
定
の
原
産
地
の
も
の
、
有
機
農
産
物
（
有
機
農
産
物
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年
農
林
水
産
省
告
示
第

16
05
号
）
第

３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
有
機
畜
産
物
（
有
機
畜
産
物
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年
農
林
水
産
省
告
示
第

16
08
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
有
機
加
工
食
品
（
有
機
加
工
食
品
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成

17
年
農
林

水
産
省
告
示
第

16
06
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
使
用
し
た
原
材
料
が
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ
る

旨
を
表
示
す
る
場
合
又
は
製
品
の
名
称
が
特
色
の
あ
る
原
材
料
を
使
用
し
た
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
３

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
原
料
原
産
地
名
を
表
示
す
る
場
合
（
任
意
で
原
料
原
産
地
名
を
表
示
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
き
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
当
該
表
示
に
近
接
し
た
箇
所
又
は
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
表
示
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
割
合
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

２
（
略
）
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※別添の改正案は、消費者委員会ホームページに掲載 https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/
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